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利 用 上 の 注 意 

 

１．本調査は、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）に掲げる以下の産業

に属するものを除く法人企業を集計対象としている。 

①「大分類Ａ－農業，林業」 

②「大分類Ｂ－漁業」 

③「大分類Ｃ－鉱業，採石業，砂利採取業」 

④「大分類Ｄ－建設業」 

⑤「大分類Ｎ－生活関連サービス業，娯楽業」のうち、「小分類 792－家事サ

ービス業」 

⑥「大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）」のうち、「中分類 93－

政治・経済・文化団体」、「中分類 94－宗教」及び「中分類 96－外国公務」 

⑦「大分類Ｓ－公務（他に分類されるものを除く）」 

 

２．日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）における大分類、中分類又は小

分類ごとに売上高を上位から累積し、当該分類ごとに売上高総額の８割を達

成する範囲に含まれる法人企業を調査対象とし、全体を推計した上で結果表

として集計した。 

＜経済構造実態調査 推計手法について＞ 

https://www.stat.go.jp/data/kkj/kekka/pdf/suikei.pdf  

 

３．製造業に属する企業の一部については、同時一体的に実施した工業統計調

査からデータ移送を受けており、一次公表では工業統計調査の速報値を用い

ている。 

 

４．売上（収入）金額は 2019 年１年間の数値である。 

 

５．売上（収入）金額は、原則消費税込みで把握しているが、一部の消費税抜

きの回答については、「統計調査における売上高等の集計に係る消費税の取

扱いに関するガイドライン（平成 27 年５月 19 日 各府省統計主管課長等会

議申合せ）」に基づき、消費税込みに補正した上で結果表として集計した。 

＜ガイドライン＞ 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000365494.pdf 

 

６．結果数値は表章単位未満を四捨五入してあるため、総数と内訳の合計とは

必ずしも一致しない。なお、比率は小数点以下第２位で四捨五入した。 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000365494.pdf
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○ 概況 

●産業大分類別に売上（収入）金額（以下「売上高」という。）をみると、「卸

売業，小売業」が487兆582億円と最も多く、次いで「製造業」が400兆9098

億円、「医療，福祉」が118兆8557億円などとなっている。 

これら上位３産業について2018年と比較すると、「卸売業，小売業」が2.2％

の減少、「製造業」が3.0％の減少、「医療，福祉」が2.9％の増加となってい

る。 

 

表 産業大分類別売上高 

 
 

  

増減率

（百万円） （百万円） （％）

製造業 413,280,766 400,909,799 ▲ 3.0

電気・ガス・熱供給・水道業 27,031,353 27,875,477 3.1

情報通信業 63,591,218 65,446,063 2.9

運輸業，郵便業 69,564,904 68,254,760 ▲ 1.9

卸売業，小売業 497,980,974 487,058,190 ▲ 2.2

金融業，保険業 118,348,463 114,908,572 ▲ 2.9

不動産業，物品賃貸業 50,468,271 51,786,521 2.6

学術研究，専門・技術サービス業 44,097,503 43,622,680 ▲ 1.1

宿泊業，飲食サービス業 22,257,902 22,145,539 ▲ 0.5

生活関連サービス業，娯楽業 37,651,943 36,073,892 ▲ 4.2

教育，学習支援業 15,287,542 15,627,594 2.2

医療，福祉 115,499,066 118,855,729 2.9

複合サービス事業 9,035,677 8,771,293 ▲ 2.9

サービス業（他に分類されないもの） 36,617,403 37,488,257 2.4

産業大分類

売上高

2018年 2019年
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図１ 産業大分類別売上高の推移 
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●産業大分類別に中分類の売上高構成比をみると、「製造業」では「輸送用機

械器具製造業」（19.3％）が最も高く、「電気・ガス・熱供給・水道業」では

「電気業」（78.7％）、「情報通信業」では「情報サービス業」（43.8％）、「運

輸業，郵便業」では「道路貨物運送業」（39.0％）、「卸売業，小売業」では

「建築材料，鉱物・金属材料等卸売業」（20.3％）などとなっている。 

図２ 産業大分類別の中分類売上高構成比 

 

注：各産業大分類における上位５分類までを表示し、それ以外の分類については「その他」

として統合している。なお、「その他」には分類不詳を含まない。 

※：貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関 
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2020年経済構造実態調査の概要 

 

１．調査の目的 

製造業及びサービス産業の付加価値等の構造を明らかにし、国民経済計算の

精度向上等に資するとともに、経済センサス－活動調査の中間年における経済

構造統計を作成することを目的としている。  
 

２．調査対象 

（１）地域的範囲 

全国  
 

（２）属性的範囲 

【甲調査】 

日本標準産業分類（平成25年10月改定）に掲げる産業に属する企業のうち、

同分類における大分類、中分類又は小分類ごとに売上高を上位から累積し、

当該分類に係る売上高総額の８割を達成する範囲に含まれる企業。 

ただし、個人経営の企業及び次の産業に属する企業を除く。 

①「大分類Ａ－農業，林業」 

②「大分類Ｂ－漁業」 

③「大分類Ｃ－鉱業，採石業，砂利採取業」 

④「大分類Ｄ－建設業」 

⑤「大分類Ｎ－生活関連サービス業，娯楽業」のうち、「中分類79－その

他の生活関連サービス業」（「小分類792－家事サービス業」に限る。） 

⑥「大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）」のうち、「中分類

93－政治・経済・文化団体」、「中分類94－宗教」及び「中分類96－外国

公務」 

⑦「大分類Ｓ－公務（他に分類されるものを除く）」 

【乙調査】 

ア 日本標準産業分類（平成25年10月改定）に掲げる次の産業に属する企

業 

①「小分類411－映像情報制作・配給業」 

②「小分類412－音声情報制作業」 

③「小分類413－新聞業」 

④「小分類414－出版業」 

⑤「小分類416－映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業」 

⑥「小分類643－クレジットカード業，割賦金融業」 

イ 日本標準産業分類（平成25年10月改定）に掲げる次の産業に属する事



5 

業所 

①「小分類391－ソフトウェア業」 

②「小分類392－情報処理・提供サービス業」 

③「小分類401－インターネット附随サービス業」 

④「小分類701－各種物品賃貸業」 

⑤「小分類702－産業用機械器具賃貸業」 

⑥「小分類703－事務用機械器具賃貸業」 

⑦「小分類704－自動車賃貸業」 

⑧「小分類705－スポーツ・娯楽用品賃貸業」 

⑨「小分類709－その他の物品賃貸業」 

⑩「小分類726－デザイン業」 

⑪「小分類731－広告業」 

⑫「小分類743－機械設計業」 

⑬「小分類745－計量証明業」 

⑭「小分類796－冠婚葬祭業」 

⑮「小分類801－映画館」 

⑯「小分類802－興行場（別掲を除く），興行団」 

⑰「小分類804－スポーツ施設提供業」 

⑱「小分類805－公園，遊園地」 

⑲「小分類823－学習塾」 

⑳「小分類824－教養・技能教授業」 

㉑「小分類901－機械修理業（電気機械器具を除く）」 

㉒「小分類902－電気機械器具修理業」 

 
３．調査事項 

【甲調査】 

以下に掲げる事項のうち、調査企業の業種及び規模等に応じて必要な事項 

① 名称及び所在地 

② 経営組織 

③ 資本金等の額 

④ 消費税の税込み記入・税抜き記入の別 

⑤ 売上（収入）金額及び年間商品販売額 ＊ 

⑥ 費用総額及び費用の主要項目別金額 ＊ 

⑦ 企業全体の主な事業の内容 

⑧ 事業活動の内容 

⑨ 事業活動別の売上（収入）金額 ＊ 

⑩ 電子商取引の有無及び割合 
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⑪ 年初及び年末商品手持額 

⑫ 年間商品仕入額 ＊ 

⑬ 事業区分別の費用割合 ＊ 

⑭ 総務大臣及び経済産業大臣が指定※する一事業区分に係る費用の項目

別金額 

（詳細は別添を参照） ＊ 

※ 調査実施時点における最新の事業所母集団データベース情報に基づき、指定する。 

⑮ 企業傘下の事業所の名称及び所在地 

⑯ 企業傘下の事業所の主な事業活動 

⑰ 企業傘下の事業所の売上高 ＊ 

⑱ 企業傘下の事業所の年間商品販売額 ＊ 

⑲ 企業傘下の事業所の売場面積 

⑳ 企業傘下の事業所の卸売販売額に占める本支店間移動の割合 ＊ 

 
ただし、⑪及び⑫については、「大分類Ｉ－卸売業，小売業」に属する企業

についてのみ報告を求めることとし、⑱、⑲及び⑳については、「大分類Ｉ－

卸売業，小売業」に属する事業所についてのみ報告を求めることとする。 

また、⑬及び⑭については、「大分類Ｅ－製造業」に属する企業を除き、大

分類、中分類又は小分類ごとに売上高を上位から累積し、当該分類に係る売

上高総額の５割を達成する範囲に含まれる企業のみから報告を求め、⑮、⑯、

⑰、⑱、⑲及び⑳については、「大分類Ｅ－製造業」に属する企業を除き、金

融商品取引法（昭和23年法律第25号）に基づく有価証券報告書等を提出して

いる企業、売上高1000億円以上（かつ会社企業に限っては資本金２億円以上）

の企業及び相互会社のみから報告を求めることとする。 

 
【乙調査】  

ア 企業票  
以下に掲げる事項のうち、調査企業の業種及び従業者数に応じて必要な事

項  
① 企業名及び所在地  
② 経営組織及び資本金額又は出資金額  
③ 事業の形態  
④ 会社系統  
⑤ 年間売上高 ＊  
⑥ 年間営業用固定資産取得額 ＊  
⑦ 会員数 ＊  
⑧ 加盟店数  
⑨ 従業者数  
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イ 事業所票  
以下に掲げる事項のうち、調査事業所の業種及び従業者数に応じて必要な

事項  
① 事業所名及び所在地  
② 本社の所在地  
③ 経営組織及び資本金額又は出資金額  
④ 本支社別  
⑤ 事業の形態  
⑥ 年間売上高 ＊  
⑦ 年間契約高及び契約件数 ＊  
⑧ 年間営業用固定資産取得額 ＊  
⑨ 入場者数 ＊  
⑩ 受講生数 ＊  
⑪ 施設  
⑫ 従業者数  

 
４．調査の方法 

調査は、総務省及び経済産業省が業務を委託した調査実施事業者が調査票を

報告者に郵送し、回収することにより行う。  
 
５．基準となる期日又は期間 

2020年６月１日現在とする。 

ただし、「３．調査事項」のうち、「＊」を付した事項については、原則とし

て、2019年１月から12月までの１年間を対象とする。 
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○ 共通費用項目  
①給与総額、②福利厚生費（退職金を含む）、③賃借料（土地・建物）、④賃借料（情報通信機器）、⑤賃

借料（その他）、⑥減価償却費、⑦外注費、⑧広告宣伝費、⑨保険料、⑩水道光熱費、⑪通信費、⑫荷造運

搬費、⑬旅費・交通費、⑭車両費、⑮消耗品費  
 
○ 産業別費用項目  
産業  産業別調査事項  

電気業  ①燃料費、②修繕費  

ガス業  ①原材料費、②修繕費  

電気通信業  ①施設保全費、②通信設備使用料  

映像情報制作・配給業  
①制作費（出演料等の人件費）、②制作費（その他）、③配給

権獲得費（国内）、④配給権獲得費（国外）、⑤配収支払費、

⑥版権獲得費（国内）、⑦版権獲得費（国外）  

音声情報制作業  ①制作費（出演料等の人件費）、②制作費（その他）、③著作

権使用料  

出版業  ①印税・原稿料  

ソフトウェア業、情報処理・提供サービ

ス業、インターネット附随サービス業  
①外注費（国内）、②外注費（国外）  

鉄道業  ①動力費  

水運業  
①貨物費（燃料費除く）、②燃料費、③港費、④船費、⑤借船

費  

卸売業、小売業  ①商品売上原価、②販売手数料、販売奨励費  

銀行・信託業  ①資金調達費用、②役務取引等費用、③特定取引費用  

証券業  ①金融費用、②取引関係費、③不動産関係費  

生命保険業  ①保険金等支払金、②責任準備金等繰入額、③資産運用費用  

損害保険業  ①保険引受費用、②資産運用費用  

中小企業等金融業、農林水産金融業  ①資金調達費用、②役務取引等費用、③特定取引費用  

クレジットカード業、割賦金融業  ①貸倒引当金繰入額、②金融費用  

不動産取引業  ①用地費、②外注工事費、③土地建物購入費  

不動産賃貸業・管理業  ①修繕費  

各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸

業、事務用機械器具賃貸業、自動車賃貸

業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他

の物品賃貸業  

①貸与資産原価、②リース投資資産原価、③資金原価  

広告業  ①媒体費  

宿泊業  ①材料費、②修繕費  

飲食業  ①製造原価（材料費）、②製造原価（労務費）  

冠婚葬祭業  ①施設管理費、②販売手数料  

映画館  ①施設管理費、②上映映画料  

興行場、興行団  ①選手契約料・出演契約料、②施設管理費  

スポーツ施設提供業  ①施設管理費  

公園、遊園地・テーマパーク  ①施設管理費  

学習塾  ①警備費  

教養・技能教授業  ①講師謝礼、②教材作成費  

医療業  ①薬品費、②材料費（薬品費を除く）  

別添  
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用語の解説 

 

１．企業等  
事業・活動を行う法人（外国の会社を除く。）をいう。  

 
２．法人  

法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場

合をいう。以下の会社及び会社以外の法人が該当する。 

 

会社 

株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国

の会社をいう。ここで、外国の会社とは、外国において設立された法人

の支店、営業所などで、会社法（平成 17 年法律第 86 号）の規定により

日本で登記したものをいう。なお、外国人の経営する会社や外国の資本

が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国の会社ではない。 

 

会社以外の法人 

法人格を有する団体のうち、前述の会社を除く法人をいう。例えば、独

立行政法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法

人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、農（漁）業協同組

合、事業協同組合、労働組合（法人格を持つもの）、共済組合、国民健康

保険組合、信用金庫、弁護士法人などが含まれる。 

 
３．売上（収入）金額  

商品等の販売額又は役務の給付によって実現した売上高、営業収益、完成工

事高などをいう。有価証券、土地・建物、機械・器具などの有形固定資産な

ど、財産を売却して得た収入は含めない。なお、日本標準産業分類（平成 25

年 10 月改定）に掲げる「金融業，保険業」の企業等及び会社以外の法人の

場合は経常収益としている。 

 
４．企業産業分類  

各企業等は、複数の事業を行っている場合があり、本調査では、それらの種

類を一定の単位ごとに「事業活動」として分類している。「企業産業分類」

は、支所を含めた企業全体の主な事業の種類により、企業単位で１つの産業

（主業）に分類したものであり、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）

に準じている。 
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集計体系及び公表時期 

  公表内容 公表時期 

一次集計 ・産業（小分類）、経営組織別の売上（収入）金額 2021 年３月 31 日 

二次集計 ・産業（小分類）、経営組織別の売上（収入）金額、
費用総額、主な費用項目、付加価値額 

・産業（中分類）、資本金階級・売上（収入）階級別
の売上（収入）金額、費用総額、主な費用項目、
付加価値額 

・事業活動分類（小分類）、経営組織別の売上（収
入）金額 

・産業（中分類）別の費用内訳割合 
等 

2021 年７月（予定） 

三次集計 ・都道府県、産業（大分類）別の売上（収入）金額 
・都道府県、産業（卸売業，小売業）別の年間商品

販売額、本支店間移動の額、売場面積 
等 

2021 年 10 月（予定） 

 
 

  



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜問合せ先＞  
 

 
 
 
統計調査部経済統計課審査発表係  

 
〒162-8668 東京都新宿区若松町 19 番１号 

電話    ：（03）5273-1165 

ＦＡＸ   ：（03）5273-1498 

Ｅメール ：e-nenji@soumu.go.jp 

ＨＰ   ：https://www.stat.go.jp/data/kkj/index.html 

 

この冊子は、次のＵＲＬからダウンロードできます。 

https://www.stat.go.jp/data/kkj/kekka/index.html 

 

政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）https://www.e-stat.go.jp/ 

 
【お願い】 

・本調査の統計データを引用・転載する場合には、必ず、出典（総務省・

経済産業省「経済構造実態調査結果」）の表記をお願いします。 

・経済構造実態調査を引用・転載された場合はお手数ですが、使用目的及

び掲載先を経済統計課審査発表係（e-nenji@soumu.go.jp）まで御連絡

ください。御連絡いただいた情報は、利用者の皆様に有用性の高い統計

を提供するために利用させていただきます。御協力をお願いします。  
 

https://www.stat.go.jp/data/kkj/index.htm
https://www.stat.go.jp/data/kkj/kekka/index.html
https://www.e-stat.go.jp/
mailto:e-shinsa@soumu.go.jp

